
四日市市病院管理規程第１号 

 市立四日市病院企業職員の初任給及び職務の級の分類基準等に関する規程の一部を

改正する規程を次のように定める。 

  令和２年２月７日 

四日市市病院事業管理者  一宮 惠   

 

   市立四日市病院企業職員の初任給及び職務の級の分類基準等に関する規程の一

部を改正する規程 

 市立四日市病院企業職員の初任給及び職務の級の分類基準等に関する規程（平成１

７年四日市市病院管理規程第１３号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 

別表第２（第３条関係） 

イ 医師、歯科医師資格基準表 

試験  学歴免許

等  

職務の級  

５級  ６級  ７級  ８級  ９級  

医師・歯科

医師  

医大卒   ５  ３  ７  ５  

０  ５  ８  １５  ２０  

別表第３（第４条関係）  

 初任給基準表  

試験 学歴免許等 初任給 

看護師・助産師

職 

助産師又は保健師 大学卒 １級３７号給 

短大３卒 １〃３３〃 

看護師 大学卒 １〃３７〃 

短大３卒 １〃３３〃 

准看護師 准看護師養成所 １〃１３〃 

医療技術職 薬剤師 大学６卒 １〃４１〃 

大学卒 １〃３３〃 

診療放射線技師、診療X

線技師、臨床検査技師、

大学卒 １〃３３〃 

短大３卒 １〃２８〃 



衛生検査技師、臨床工学

技士、理学療法士、作業

療法士、視能訓練士又は

言語聴覚士 

短大卒 １〃２３〃 

高校専攻科卒 １〃１７〃 

歯科衛生士又は歯科技

工士 

短大卒 １〃１９〃 

高校専攻科卒 １〃１３〃 

栄養士 大卒 １〃２９〃 

短大卒 １〃１９〃 

事務職又は技術職 大学卒 １〃２９〃 

短大３卒 １〃２４〃 

短大卒 １〃１９〃 

高校卒 １〃９〃 
 

 

改正前 

イ 医師、歯科医師資格基準表 

試験 学歴免許等 職務の級 

６級 ７級 ８級 ９級 

医師・歯科医

師 

医大卒  ３ ７ ５ 

０ ３ １０ １５ 

別表第３（第４条関係） 

（追加〔平成２０年病院管理規程１号〕、一部改正〔平成２６年病院管理規程６号〕） 

初任給基準表 

試験 学歴免許等 初任給 

看護師・助産師

職 

助産師又は保健師 大学卒 １級３７号給 

短大３卒 １〃３３〃 

看護師 大学卒 １〃３７〃 

短大３卒 １〃３３〃 

准看護師 准看護師養成所 １〃１３〃 

医療技術職 薬剤師 大学６卒 １〃４１〃 

大学卒 １〃３３〃 

診療放射線技師、診療X 大学卒 １〃３３〃 



線技師、臨床検査技師、

衛生検査技師、臨床工学

技士、理学療法士、作業

療法士、視能訓練士又は

言語聴覚士 

短大３卒 １〃２８〃 

短大卒 １〃２３〃 

高校専攻科卒 １〃１７〃 

歯科衛生士又は歯科技

工士 

短大卒 １〃１９〃 

高校専攻科卒 １〃１３〃 

栄養士 大卒 １〃２９〃 

短大卒 １〃１９〃 

事務職又は技術職 大学卒 １〃２９〃 

短大卒 １〃１９〃 

高校卒 １〃９〃 
 

 

 

   附 則 

 この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

 


